
※分からないことや詳しいことは、問にお問い合わせください。 ※分からないことや詳しいことは、問にお問い合わせください。

製
造
事
業
所
の
皆
さ
ん

統
計
調
査
に
ご
協
力
を
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【
有
料
広
告
】

12
月
31
日
現
在
で
、「
工
業
統

計
調
査
」
を
行
い
ま
す
。

こ
れ
は
「
統
計
法
」
に
基
づ

い
て
、
国
が
毎
年
実
施
し
て
い

る
統
計
調
査
で
す
。
全
国
の
製

造
事
業
所
の
事
業
所
数
・
従
業

者
数
・
製
造
品
出
荷
額
な
ど
を

産
業
別
・
規
模
別
・
地
域
別
に

把
握
し
、
工
業
に
関
す
る
施
策

の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
が
目

的
で
す
。

調
査
の
た
め
に
、
12
月
～
１

月
に
調
査
員
が
伺
い
、
調
査
票

の
配
布
・
回
収
を
行
い
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
な
お
、
調
査
内
容

は
統
計
法
に
基
づ
い
て
厳
守
さ

れ
ま
す
の
で
、
正
確
な
ご
記
入

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
政
策
企
画
課
企
画
統
計
係

☎
63
・
１
２
７
４

年末・年始のごみ・し尿収集のお知らせ 問リレーセンター東宮内　☎ 62-0647　
　 環境保全課　☎ 63-1370

下
水
道
管
清
掃
や
点
検
の

訪
問
業
者
に
注
意

宅
地
内
の
下
水
管
の
清
掃
や

点
検
を
市
か
ら
委
託
さ
れ
た
と

し
て
訪
問
勧
誘
し
、
高
額
な
費

用
を
請
求
す
る
業
者
が
増
え
て

い
ま
す
。
本
市
で
は
、
業
者
に

下
水
管
の
清
掃
や
点
検
を
委
託

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
般
住
宅
で
下
水
道
を
使
用

し
て
い
る
場
合
、
台
所
用
の
た

め
マ
ス
を
月
一
回
程
度
、
不
要

に
な
っ
た
お
玉
な
ど
で
す
く
い

取
る
こ
と
で
、
基
本
的
に
下
水

管
の
清
掃
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

た
め
マ
ス
の
清

掃
を
怠
る
と
油

分
が
固
形
化
し
、

下
水
管
の
詰
ま

り
の
原
因
に
な

り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
　

  

問
下
水
道
課
維
持
係

☎
64
・
２
７
０
０

12
月
の
市
議
会
（
定
例
会
）

の
開
催
予
定

仕
事
・
住
ま
い
・
暮
ら
し
で
困

っ
て
い
る
人
を
応
援
し
ま
す

介
護
保
険
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
申
請

▽
2
日（
月
）…
本
会
議［
開
会
／

平
成
24
年
度
決
算
特
別
委
員
長
報

告
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
／
定
例

会
上
程
議
案
の
提
案
理
由
説
明
］

▽
3
日（
火
）～
6
日（
金
）

　
…
議
案
研
究

▽
7
日（
土
）・
8
日（
日
）…
休
日

▽
9
日（
月
）・
～
11
日
（
水
）　

　
…
本
会
議［
質
疑
・
一
般
質
問
］

▽
12
日（
木
）・
13
日（
金
）

　
…
常
任
委
員
会

▽
14
日（
土
）・
15
日（
日
）
…
休
日

▽
16
日（
月
）・
17
日（
火
）

　
…
事
務
整
理

▽
18
日（
水
）…
本
会
議［
委
員
長

報
告・質
疑・討
論・表
決
／
閉
会
］

・
本
会
議
開
始
時
間　
午
前
10
時

※
定
例
会
の
会
期
日
程
は
変
更

　
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
議
会
事
務
局

☎
63
・
１
６
２
８

離
職
に
よ
っ
て
住
居
を
失
い

困
っ
て
い
る
人
や
、
雇
用
保
険

受
給
資
格
が
な
く（
ま
た
は
受
給

を
終
了
し
て
）就
職
活
動
中
の
生

活
費
に
困
っ
て
い
る
人
へ
の
支

援
策
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
い
要

件
は
、
担
当
窓
口
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
住
宅
支
援
給
付
】

離
職
者
で
、住
宅
を
失
っ
た
人
ま

た
は
失
う
恐
れ
が
あ
る
人
に
、
賃

貸
住
宅
の
家
賃
を
給
付
し
ま
す
。

問
福
祉
課
保
護
係

☎
63
・
１
４
０
９

【
総
合
支
援
資
金
貸
付
】

失
業
な
ど
で
日
常
生
活
全
般
で

困
っ
て
い
る
人
に
、
住
宅
入
居

費
な
ど
の
資
金
を
貸
し
付
け
ま

す
。問

荒
尾
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
66
・
２
９
９
３

【
臨
時
特
例
つ
な
ぎ
資
金
貸
付
】

住
宅
の
な
い
離
職
者
で
、
公
的

な
給
付
・
貸
付
の
交
付
を
受
け

る
ま
で
の
間
の
生
活
費
に
困
っ

て
い
る
人
に
、
当
面
の
生
活
費

を
貸
し
付
け
ま
す
。

問
荒
尾
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
66
・
２
９
９
３

【
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
】

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
支
援
指
示
を

受
け
て
無
料
の
職
業
訓
練
を
受

け
る
人
が
、
一
定
の
要
件
を
満

た
す
場
合
、
訓
練
を
受
け
や
す

く
す
る
た
め
の
給
付
と
貸
し
付

け
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
玉
名

☎
72
・
８
６
０
９

介
護
保
険
高
額
介
護
（
介
護

予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費
と
は
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
支

払
っ
た
１
割
の
自
己
負
担
額
の

う
ち
、個
人
の
限
度
額
（
月
単
位
）

を
超
え
た
金
額
が
支
給
さ
れ
る

制
度
で
す
。

介
護
保
険
要
介
護
認
定
の
結

果
通
知
を
送
る
と
き
に
、
申
請

の
お
知
ら
せ
（
ピ
ン
ク
色
）
を
同

封
し
て
い
ま
す
。
申
請
を
し
て

い
な
い
人
は
早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

●
申
請
時
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑
（
認
印
で
も
可
） 

②
預
金
通
帳

③
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証　

  

　

  

問
健
康
生
活
課
介
護
保
険
係

     

☎
63
・
１
４
１
８

高額医療・高額介護合算療養費の申請が始まります
問健康生活課
　国保年金係　　☎ 63-1327
　高齢者医療係　☎ 63-1420
　介護保険係　　☎ 63-1418

●申請の窓口

加入している医療保険 申請に関すること

国民健康保険
問国保年金係
☎ 63-1327 対象世帯には申請書を送りま

すので、内容に従って申請し
てください。後期高齢者医療

問高齢者医療係
☎ 63-1420

その他の医療保険
＊各医療保険の窓口にお問

い合わせください。

※介護保険自己負担額に
ついては
問介護保険係
☎ 63-1418

各医療保険窓口での申請には
「介護保険自己負担額証明書」
を添える必要がありますので、
介護保険係で証明書の交付申請
を行ってください。

【介護保険自己負担証明書の
交付申請に必要なもの】
①印鑑（認印可）
②預金通帳
③医療保険の被保険者証
④介護保険の被保険者証

●計算される期間　8 月～翌年 7 月の 12 カ月間
●支給対象となる世帯　医療保険と介護保険のど
ちらにも自己負担額があり、世帯の限度額を超え
た金額が 500 円より大きくなる世帯
※期間内に亡くなった人の代理申請もできます。
●合算される医療保険　介護保険を利用した人と
同じ医療保険
※異なる医療保険の場合は合算されません。
●計算されない自己負担の経費
❶入院・入所時の食費・部屋代・日常生活品費
❷介護保険での福祉用具購入費・住宅改修費
❸要介護状態区分別の支給限度額を超えて介護

サービスを利用したときの自己負担額
❹ 70 歳未満の人の医療費のうち、入院・外来・調剤、

それぞれ月額で 21,000 円未満の自己負担額
●申請窓口　介護保険を利用した人が 7 月 31 日に
加入している医療保険の窓口

高 額医療・高額介護合算療養費制度とは、医
療保険と介護保険の自己負担額を合算し、世

帯の限度額（年単位）を超えた金額が支給される
制度です。

ご
　
　
　
　
　
み

収集地区
12 月

（最後の収集）
1 月

（最初の収集）
燃える 燃えない 燃える 燃えない

月・木曜地区
荒尾・万田・井手川・
有明・平井・緑ケ丘

29 日
（日）

18 日
（水）

6 日
（月）

29 日
（水）

火・金曜地区
万田中央・中央・桜山・

八幡・府本・清里

30 日
（月）

11 日
（水）

7 日
（火）

8 日
（水）

施
設
へ
の
持
ち
込
み

リ レ ー セ ン
ター東宮内

（燃えるごみ）

12 月 28 日（土）　休み
12 月 29 日（日）　午後 3 時まで
12 月 30 日（月）　午後 3 時まで
1月 4 日（土）　　 午後 3 時まで
※12 月 31日（火）～ 1月 3 日（金）

と 5 日（日）はお休みします。

金山最終処分
場（燃えない
ごみ）

12 月 28 日（土）休み
12 月 29 日（日）午後３時まで
12 月 30 日（月）午後３時まで
※12 月 31日（火）～ 1月 5 日（日）

はお休みします。

施
設
へ
の
持
ち
込
み

荒尾リサイクル　
（リサイクル物）　

12 月 28 日（土）午後 4 時 30 分まで
12 月 29 日（日）休み
12 月 30 日（月）正午まで
※12 月 31日（火）～ 1月 5 日（日）
はお休みします。

し
　
　
尿

年末 12 月 28 日（土）と 30 日（月）は収
集します。

年始 1 月 4 日（土）から通常通り定期収集
します。

※ 12 月 30 日（月）収集分は 1 日収集地区の振替収集です。
　 汲取り料は 2 月に請求します。
※年末年始の受付はお休みします。定期収集以外の臨時汲

取りを 12 月 28 日（土）・30 日（月）・1 月 4 日（土）
に希望する人は 12 月 27 日（金）までにご連絡ください。

※ 12 月 29 日（日）と 31日（火）～ 1月 3 日（金）はお
休みします。

◆ごみについてはリレーセンター東宮内、し尿に
ついては環境保全課にお問い合わせください。
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